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   特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する条例の一部を改正する条例制 

   定について 

 特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する条例の一部を改正する条例を次の 

ように定める。 
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   特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する条例（昭和５１年７月条例 

第２２号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「１００分の２２２．５」を「１００分の２１７．５」に改める。 

第２条 特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する条例の一部を次のように改 

正する。 

第３条中「１００分の２１７．５」を「１００分の２２０」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和２年１２月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和

３年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

提案理由 

 特別職の国家公務員及び本市一般職の職員の給与改定等に鑑み、特別職の職員で

常勤のものに支給する期末手当の支給割合の改定を行うについては、この条例を制

定する必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 


